


○平成３０年度決算　
　引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 交付金 一般財源

3.1.2 老人保護措置費（養護老人ホーム措置費） 140,848 34,000 75,075 31,773 事務費，人件費は除く

3.1.2 食の自立支援事業費 22,400 15,739 6,661 〃

3.2.3 特別保育事業費（障害児保育対策業務） 13,220 9,289 3,931 〃

4.1.2 すくすく健診・相談事業費（不妊治療費助成） 2,235 1,570 665 〃

4.1.4 予防接種事業費（医薬材料費，業務委託料，接種補助） 51,650 36,291 15,359 〃

4.1.5 医療費助成事業費（子ども・未熟児） 61,803 14,219 10,360 26,155 11,069 〃

4.1.6 がん検診推進事業費（健康診断業務） 13,458 47 9,423 3,988 〃

305,614 14,266 0 44,360 173,542 73,446

【平成30年度決算額】
　平成30年度地方消費税交付金　428,346千円のうち
　　　　　　社会保障財源化分　173,542千円（40.5%）

　　　　　　従来分 　　　　　 254,804千円（59.5%）

【平成29年度決算額】
　平成29年度地方消費税交付金　416,019千円のうち
　　　　　　社会保障財源化分　168,518千円（40.5%）

　　　　　　従来分 　　　　　 247,501千円（59.5%）

【参考】

（１）社会福祉～生活保護，児童福祉，母子福祉，高齢者福祉，障害者福祉（身体障害者・知的障害者・精神障害者）など
（２）社会保険～国民健康保険，介護保険，年金など
（３）保健衛生～医療に係る施策，感染症その他の疾病の予防対策，健康増進対策など

　平成26年1月24日付け総税都第2号，総務省自治税務局都道府県税課長通知「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」によ
り，平成26年度の地方消費税収の12分の2に相当する額を「社会保障施策に要する経費」に充てるとされている。
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